
 

 

 

 

 

Ⅲ 学部の修学上に関する内規等 
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１ 神戸大学農学部履修科目の登録の上限を超える者の基準に 

関する内規 

平成16年４月１日制定 

 
第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年４月１日制定）第６条第３項の規定によ

り，履修科目の登録の上限を超える者の基準について定める。 

第２条 次の各号の要件のいずれかを満たした場合は，履修科目の登録の上限を超えて登録を認

めることがある。 

（1）所定の単位を優れた成績をもって修得した学生 

       ① 前年度に卒業要件科目を40単位以上修得していること。（各学年年次配当の必修科

目はすべて含まれていること。） 

    ② 前年度総修得単位数の90％以上が優又は秀であり，かつ優秀と認められる者。 

（2）農学部規則別表第1の専門科目のうち，学部指定科目を履修する学生 

（3）教養科目「グローバルチャレンジ実習」を履修する学生 

第３条 前条第１項第１号により履修科目の登録の上限を超えて登録を希望する者は，別に定め

る申請書を提出するものとする。 

第４条 前条の申請書の提出があったときは，学科会議の議を経たのち，教務委員会で検討の

上，教授会で審議する。 

 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，平成20年４月１日から施行する。 

２ この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成20年

４月１日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，

なお従前の例による。 

附 則 

この内規は，平成25年４月19日から施行し，平成25年４月１日から適用する。 

附 則 

この内規は，平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，令和7年４月１日から施行する。 

２ この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び令和7年

４月１日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，

なお従前の例による。 
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２ 神戸大学農学部の卒業研究の履修に関する内規 
                                
 

平成 16年 4月 1日制定 
 

 

第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成 16年 4月 1日制定。以下「学部規則」という。） 

第７条第２項及び第３項の規定により，卒業研究の履修について定める。 

第２条 卒業研究を履修する者は，所定の期日までに卒業研究履修申請書（以下「申請書」という。）

を提出しなければならない。 

２ 申請書の研究題目を変更する場合は，指導教員の承認を受け研究題目変更届を提出しなければ

ならない。 

第３条 卒業研究を履修しようとする者は，６学期以上在籍し，次の２学期をもって学部規則別表第

２に定める必要修得単位数を修得できる見込みがあり，必要修得単位数のうち次の単位を含め 98

単位以上を修得した者とする。  

食料環境システム学科  

生産環境工学コース ３年次終了までに開講された専門科目（共通専門基礎科目を除く。） 

のうち食料環境システム学科生産環境工学コースの履修に関する内規 

に定める各プログラムが指定する単位を 56単位以上  

食料環境経済学コース 食料環境システム学概論Ⅲ２単位，食料経済学２単位， 

食料生産管理学２単位，食料情報学２単位，食料環境経済学演習Ⅰ 
1単位，食料環境経済学演習Ⅱ 2単位 

資源生命科学科  

応用動物学コース    応用動物学実験８単位，応用動物データサイエンス演習２単位， 

牧場実習２単位  

応用植物学コース    応用植物学基礎実験４単位，応用植物学専門実験Ⅰ４単位，応用植物学

専門実験Ⅱ３単位，農場実習Ⅰ２単位，農場実習Ⅱ２単位  

生命機能科学科  

応用生命化学コース   応用生命化学実験Ⅰ４単位，応用生命化学実験Ⅱ４単位， 

応用生命化学実験Ⅲ４単位  

応用機能生物学コース 応用機能生物学実験Ⅰ４単位，応用機能生物学実験Ⅱ４単位， 

応用機能生物学実験Ⅲ４単位  

２ 卒業研究は，原則として前期・後期に連続して履修すること。 

３  第１項の規定にかかわらず，教授会の議を経て，卒業研究の履修を認めることがある。 

第４条 卒業論文の提出期限は，2月 20日とする。ただし，9月 25日卒業予定者は，8月 31日と

する。 

第５条 この内規に定めるもののほか，必要な事項については，教授会の議を経て定める。 

  

（途中の附則略） 

 

附 則 

1  この内規は，令和8年4月1日から施行する。 

2  この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び令和8年4月1

日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。 
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３  神戸大学農学部の成績評価基準に関する内規 
 

平成16年４月１日制定 

 
 

成績評価は，次の各号を考慮して多元的に行う。基準は，授業担当教員が定め，シラバスにおいて

公表するものとする。 

(1) 定期期末試験の成績 

(2) 小テスト，中間テストの成績 

(3) 講義室以外の学習状況（予習・復習。つまり，文献の調査，レポートの提出等） 

(4) 平常点（出席状況・態度，発言・提案等） 

(5) その他必要に応じて各教員が指示したもの 
 

なお，成績評価は下記の評価基準表により行う。 
 

【評価基準表】 

評 価 評点 合否 

秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 90点以上 

合格 
優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 80点以上90点未満 

良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 70点以上80点未満 

可 学修の目標を達成している。 60点以上70点未満 

不可 学修の目標を達成していない。 60点未満 不合格 

 

 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この内規は，平成23年４月１日から施行する。 

２ この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成23年４月１日以降において

在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この内規は，平成26年４月１日から施行する。 

２ この内規施行の際現に在学する者で成績評価基準に関する内規の一部を改正する附則第２項の規

程（平成23年４月１日施行）により，なお従前の例によるとされた者に係るこの内規の適用につい

ては，改正後の評価基準表にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則 

この内規は，平成31年４月１日から施行する。 
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４ 神戸大学農学部・大学院農学研究科の成績評価に対する申し立て手続きに 

関する申合せ 

平成25年11月15日教授会承認 

 

学生は，農学部・大学院農学研究科において開講している授業科目の成績評価について，当該授業

科目の成績評価基準等に照らして疑義がある場合は，農学部・農学研究科長に申し立てを行い，次の

とおり授業担当教員に説明を求めることができるものとする。 

 

（申し立ての手続き） 

成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として１週間以内に行うこととし，申し立てを行う

授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の様式により，農学研究科教務学生

係に提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

申し立てを受けた授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し，成績評価について速やかに農学

研究科教務学生係を通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，授業担当教員等が書面により農学部・農学研究科長に報告することと

する。 
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５ 神戸大学農学部の早期卒業の認定の基準に関する内規 

平成16年４月１日制定 

 
第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年４月１日制定）第12条第２項の規定により，早

期卒業の認定の基準について定める。 

第２条 本学部に３年以上在学し，次の各号の要件を満たした者については，早期に卒業を認定する

ことがある。 

(1) 卒業要件科目の95％以上が秀または優であり，かつ特に優秀と認められる者。 

(2) 本人が早期卒業を希望し，入学１年後又は２年後に早期卒業希望調書を学部長に提出しているこ

と。 

第３条 ４年次配当の専門科目の必修科目は卒業要件から除くが，３年次までの配当の専門科目の選択

科目で卒業必要単位数を補うものとする。ただし，上記が時間割上の都合で著しく困難と認められる

場合に限り，学科会議の議を経て，３年次までに配当の専門科目の関連科目で補うことがある。 

第４条 早期卒業要件を満たした場合は，学科長は学科会議の議を経て，学部長に推薦するものとする。 

第５条 早期卒業の認定については，学科長で構成する早期卒業審査委員会で検討のうえ，教授会で

審議する。 

 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成25年６月21日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成30年７月20日から施行する。 

附  則 

1 この内規は，令和7年4月1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和7年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 
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６ 神戸大学農学部の入学前の既修得単位の認定に関する内規 

                                

平成16年4月1日制定 

 

第１条 この内規は，神戸大学教学規則（平成16年4月1日制定）第36条第1項並びに神戸大学

農学部規則（平成16年4月1日制定。以下「規則」という。）第9条の規定により，既修得単

位の認定について定める。 

第２条 認定できる授業科目区分及び認定単位の最高限度は，次のとおりとする。 

(1) 教養科目及び共通専門基礎科目 

規則別表第2の各コース必要修得単位数 

(2) 専門科目 

前項の単位数と合わせて60単位を超えない単位数 

第３条 既修得単位の認定をうけようとする者は，入学した年度の指定の期日までに，次の

書類を学部長に提出しなければならない。 

(1) 申請書（所定の用紙） 

(2) 卒業証明書又は在籍期間証明書 

(3) 成績証明書及び講義内容を明示できるもの（講義要項等） 

２ 前項の申請授業科目は認定単位の最高限度60単位以内に限る。 

第４条 認定試験は，申請をした授業科目ごとに試験（筆記又は口頭）を行う。 

第５条 認定をされた授業科目の単位数については，規則第9条第3項に基づき必要修得単位

数に算入することができる。なお，成績の表示は「認定」とする。 

 

（途中の附則略） 

 

附  則 

この内規は，令和7年4月1日から施行する。 
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７ 神戸大学農学部特別聴講学生に関する内規 
 

平成16年４月１日制定 

 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年４月１日制定）第15条の規定により，他大学（外

国の大学を含む。以下同じ。）の学生が特別聴講学生を志望する場合の取り扱いについて定める。 

（受入の許可） 

第２条 本学部との協定に基づき，他大学の学生で本学部の授業科目を履修しようとする者があると

きは，特別聴講学生として許可する。 

２ 履修の許可は，学期の始めに行う。 

ただし，教授会の議を経て特別な理由があると認めたときは，各クォーターが開始する月の初め

とすることができる。 

（手 続 き） 

第３条 特別聴講学生を志望する者は，所属大学の学部長を経て次の書類を提出しなければならない。 

(1) 特別聴講学生願書（所定の用紙） 

(2) 写真１枚（縦３㎝，横2.5㎝ 出願前３か月以内に撮影したもの） 

（授 業 料） 

第４条 特別聴講学生は，その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければな

らない。 

２ 次の各号の一に該当する者については，前項の規定にかかわらず，授業料を徴収しない。 

(1) 国立大学の学生 

(2) 大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項（平成３年４月11日

文部省学術国際局長裁定）に基づく協定留学生 

（期 間） 

第５条 特別聴講学生の在学期間は，履修しようとする授業科目の開講学期末までとし，１年（第２， 

第４クォーター開始月から入学した場合は２学期）以内とする。 

 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成28年４月１日から施行する。 
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８ 神戸大学農学部における留学に関する内規 

 
平成16年４月１日制定 

 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定）第40条の規定により，学生が留学

する場合の取り扱いについて定める。 

（留学機関） 

第２条 留学が認められる外国の大学は，外国において学位授与権を有する大学又はこれに相当する

正規の教育研究機関で，あらかじめ本学部と協定を結んでいるものとする。 

（留学の許可申請） 

第３条 外国の大学へ留学しようとする学生は，次の書類を提出して，留学の許可を学部長に申請し

なければならない。ただし，必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。 

(1) 留学許可申請書（所定の用紙） 

(2) 外国の大学の入学許可書（写） 

（修業年限への算入） 

第４条   許可を受けて留学した期間は，１年を限度として，修業年限に算入する。 

（単位の認定） 

第５条 外国の大学において修得した授業科目の単位については，神戸大学農学部規則（平成16年４ 

月１日制定。以下「規則」という。）第８条第３項に基づき，必要修得単位数に算入することができ

る。 

２ 外国の大学において，修得した授業科目の単位数の計算は，規則第４条の単位計算基準に照らして

算定する。 

３ 留学した学生は，前項の算定のための資料として，次の書類を提出しなければならない。 

(1)  留学した大学の単位認定書及び成績証明書 

(2)  留学した大学において履修した授業科目についての履修報告書 

（授業料の納付） 

第６条 この内規の規定により留学する者は，その留学期間中，授業料を本学部に納入しなければな

らない。 

 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

 

附  則（令和7年2月7日） 

 この内規は，令和7年4月1日から施行する。 
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９ 神戸大学農学部転学部に関する内規 

平成16年４月１日制定 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年４月１日制定）第13条の規定により，学生が転

学部を志望する場合の取り扱いについて定める。 

（他学部からの転学部の許可） 

第２条 他学部から本学部に転学部を志望する者が，次の各号のすべてに該当し，志望コースに欠員

がある場合，教授会の議を経て，転学部を許可することがある。 

(1) 本人の入学試験の成績が，本人の入学時における志望コースの入学試験合格者の最低点以上で

あること。 

(2) 入学後１年間において，所定の単位をすべて修得しており かつ学業成績が優秀であること。 

(3) 転学部の事由が明白であること。 

（他学部からの転学部の手続き） 

第３条 転学部志望者は，次の書類を転学部しようとする日の２カ月前までに所属学部長を経て提出

しなければならない。ただし，特別な理由がある場合は，期限後の提出を認めることがある。 

(1) 転学部願（所定の用紙） 

(2) 入学試験成績表 

(3) 学業成績証明書 

（他学部からの転学部志望者の選考） 

第４条 転学部志望者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。 

（他学部への転学部の承認） 

第５条 他学部への転学部を志望する者がある場合は，教授会の議を経て，転学部を承認することが

ある。 

（他学部への転学部の手続き） 

第６条 転学部志望者は，次の書類を転学部しようとする学部の提出期限の２カ月前までに提出しな 

 ければならない。 

(1) 転学部顧（所定の用紙） 

(2) 転学部志望学部が必要とする書類 
 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，令和7年４月１日から施行する。 
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10 神戸大学農学部転学科及び転コースに関する内規 

平成16年４月１日制定

平成22年６月18日改正 

 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年４月１日制定）第14条の規定により，学生が転

学科及び転コースを志望する場合の取り扱いについて定める。 

（転学科及び転コースの許可） 

第２条 転学科を志望する者が，次の各号のすべてに該当し，志望コースに欠員がある場合，教授会

の議を経て，転学科を許可することがある。又，同一学科内で転コースを志望する場合も転学科に

準ずる。 

(1) 本人の入学試験の成績が，本人の入学時における志望コースの入学試験合格者の最低点以上で

あること。 

(2) 入学後１年間において，所定の単位をすべて修得しており，かつ学業成績が優秀であること。 

(3) 転学科事由が明白であること。 

（転学科及び転コースの手続き） 

第３条 転学科及び転コース志望者は，所定の用紙を転学科及び転コースしようとする日の２カ月前

までに提出しなければならない。 

（転学科及び転コースの選考） 

第４条 転学科及び転コース志望者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。 

（転学科及び転コースの許可の取り消し） 

第５条 第２条の(2)に該当しなかった場合は，転学科及び転コースの許可後であっても，転学科及

び転コースの許可を取り消す。 

 

附 則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は，令和7年４月１日から施行する。 
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11 神戸大学農学部転学科及び転コースに関する内規に 

ついての申合せ 

平成16年４月１日制定 

 

転学科及び転コースに関する内規第２条(2)の「所定の単位」は次の単位とする。 

 

⑴ 教養科目            

   基盤系           4単位 

   外国語系  外国語第Ⅰ   4単位 

         外国語第Ⅱ   4単位 

   健康・スポーツ科学系    1単位 

⑵ 共通専門基礎科目 本人の所属するコースの１年次配当必修科目の総ての単位 

⑶ 専門科目 本人の所属するコースの１年次配当必修科目の総ての単位 

 

※志望するコースの専門科目の修得は，要件としない。 

 
 

附 則 

この申合せは，平成16年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この申合せは，平成20年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この申合せは，平成26年11月14日から施行する。 
 

附 則 

この申合せは，平成27年３月６日から施行する。 

 

附 則 

この申合せは，平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この申合せは，令和7年４月１日から施行する。 
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12 神戸大学農学部外国人留学生のための日本語等

授業科目の単位の取扱いに関する申合せ 
 

平成16年４月１日制定 

 

 

神戸大学日本語等授業科目履修規則（平成16年４月１日制定）別表に掲げる次の授業科目の単位を

修得したときは，これらの単位を５単位を限度として，教養科目（外国語系）の必要修得単位数に算

入することができる。 

日本語ⅠＡ（0.5単位），日本語ⅠＢ（0.5単位），日本語ⅡＡ（0.5単位），日本語ⅡＢ（0.5単位）

日本語ⅢＡ（0.5単位），日本語ⅢＢ（0.5単位），日本語ⅣＡ（0.5単位），日本語ⅣＢ（0.5単位）

日本語ⅤＡ（0.5単位），日本語ⅤＢ（0.5単位），日本語ⅥＡ（0.5単位），日本語ⅥＢ（0.5単位）

日本語ⅦＡ（0.5単位），日本語ⅦＢ（0.5単位），日本語ⅧＡ（0.5単位），日本語ⅧＢ（0.5単位）

日本事情ⅠＡ（0.5単位），日本事情ⅠＢ（0.5単位）， 

日本事情ⅡＡ（0.5単位），日本事情ⅡＢ（0.5単位） 
 

附 則 

１ この申合せは，平成28年４月１日から施行する。 

２ この申合せ施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成28年４月１日以後にお

いて在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この申合せは，令和７年４月１日から施行する。 

２ この申合せ施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和７年４月１日以後にお

いて在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 
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13  交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安 
全確保の発令時における授業，定期試験の休講措置に 
ついて 

 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験

の休講措置の対応については，以下のウェブサイトを参照してください。 

 

神戸大学 うりぼーポータル「交通機関の運休、気象警報の発表、避難指示・緊急安全確保の発令

時における授業、定期試験の休講措置について」 

 

https://www.uriboportal.ofc.kobe-u.ac.jp/class-courses/class-cancellation/ 

 

113

https://www.uriboportal.ofc.kobe-u.ac.jp/class-courses/class-cancellation/


14 神戸大学農学部食料環境システム学科生産環境工学コースの   

履修に関する内規 

平成16年４月１日制定 

 

第１条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年４月１日制定。）別表第ｌに掲げる専門科目（共

通専門基礎科目を除く。）の授業科目のうちから生産環境工学コースが授業要覧掲載の生産環境工学

コース授業科目配当表に指定する各プログラム指定科目の履修について定める。 

第２条 本コースに，地域環境工学プログラムとバイオシステム工学プログラムを設置する。 

本コース学生はどちらか一つのプログラムを選択し，授業要覧掲載の生産環境工学コース授業科

目配当表の各プログラム指定科目から，選択必修科目，選択科目を修得するものとする。 

第３条 前条に規定する各プログラムの選択に関する決定は，２年次前期終了時に行う。 

 

附 則 

１ この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

２ この内規施行の際現に在学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

１ この内規は，平成20年４月１日から施行する。 

２  この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成20年４月１日以降におい

て在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附  則（令和7年2月7日） 

１ この内規は，令和7年4月1日から施行する。 

２ この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和7年4月1日以後において

在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 
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15 授業時間及び授業時限に関する申合せ 
平成16年12月９日部局長会議決定 

平成28年３月10日部局長会議一部改正 

令和７年12月４日大学教育推進委員会一部改正 
 

１ 授業時間は，90分とする。 
 

２ 授業時限は，次のとおりとする。 

１時限 ８：５０～１０：２０ 

２時限 １０：４０～１２：１０ 

３時限 １３：２０～１４：５０ 

４時限 １５：１０～１６：４０ 

５時限 １７：００～１８：３０ 

６時限 １８：５０～２０：２０ 

 

３ 人間発達環境学研究科，経済学研究科及び経営学研究科の授業時限は，別に定める。 

 

４ 法学研究科，医学系研究科（先進生命医科学系専攻医療創成工学領域及び医療創成工学専攻を除

く。）及び医学部（医療創成工学科を除く。）の授業時間及び授業時限は，別に定める。 

 

附 則 

この申合せは，平成17年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この申合せは，平成28年４月１日から実施する。 

 

附 則 

この申合せは，令和８年４月１日から実施する。 
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16 定期試験及び不正行為について 

定期試験は，授業が終了した後に実施しますが，担当教員によっては授業の終了する前に行うこと

もあります。 

また，定期試験をせずに，平常の成績，レポート等をもって定期試験の代わりとする場合もありま

す。 

レポートをもって試験に代えるときは，提出期限を厳守してください。試験はあらかじめ正規の届

をした授業科目のみ受験することができます。定期試験時間割表及び試験室の指定は，その都度掲示

等をするので注意してください。 

〔定期試験受験の際の注意事項〕 

① 試験の時間割及び試験室の指定は，その都度掲示する。 

② 受験中は，必ず学生証を机上左前に置くこと。 

③ 机の上には，鉛筆（シャープペン，ボールペンを含む。）消しゴム，定規類，学生証，時計及

び特に受験に際し許可された携帯品以外の物は置かないこと。なお，筆箱，下敷，定期入れ等

は座席の下に置くこと。ただし，貴重品は各自保管すること。 

④ 携帯電話等の通信機器（腕時計型端末を含む）を使用することは一切認めないので，必ず電源

を切った上で鞄等の中へしまうこと。アラームの設定を解除していない場合，電源を切ってい

ても鳴ることがあるので，試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除しておくこと。試験中

にこれらの機器に触れている場合もしくは机の上あるいは中に置いてある場合は，不正行為と

みなす。（ただし，試験監督教員の指示がある場合を除く。） 

⑤ 答案用紙には，学籍番号，氏名を必ず記入すること。記入のない答案は無効とする。 

⑥ 20分経過後は絶対に入室を認めないので，遅刻のないよう十分注意すること。 

⑦ 試験関始後20分間は退室しないこと。退室する場合は，答案用紙を試験監督に提出すること。 

⑧ 受験中の物品の貸借は一切禁止する。 

⑨ 受験中，いかがわしい態度や，不正行為は厳に慎むこと。 

⑩ 受験者以外の者が受験者本人になりすまして試験を受けた場合は，不正行為とみなす。 

⑪ 答案用紙は，絶対に持ち出さないこと。持ち出した場合は不正行為とみなすことがある。 

〔レポートでの不正行為について〕 

レポートなどで不正行為と見なされる行為は，一般的には，下記の事項がある。 

① 他人の文章や着想などを自分のものとして用いている。 

② 他人の著作物を引用する際に，引用箇所や出典を明示していない。 

③ 他人の著作物を参照する際に，出典を明示していない。 

④ 他人にレポートの代筆を依頼する。 

⑤ 他人のレポートを流用する。 

⑥ 他人のレポートを代筆する。 

⑦ 作成したレポートを，流用されることを承知しながら，他人に見せる。 

⑧ 教員の指示に意図的に従わない。 
 

学生が試験及びレポート等において不正行為を行った場合 当該科目を開講する学期に履修した

全ての授業科目の成績を無効とします。 
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